
1

平成１８年９月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１６年 第２５４６４号 損害賠償請求事件( )ワ

口頭弁論終結日 平成１８年７月１９日

判 決

主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告らは、原告に対し、連帯して３４４７万９４３５円及びこれに対する被

告医療法人社団Ａに対しては平成１７年１月８日から、被告Ｂに対しては平成

１７年１月１２日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

事案の要旨１

原告は、昭和６２年１月２１日、約２０年前に他の美容整形外科病院で受け

た豊胸手術後のトラブルを心配し、被告Ｂが開設するＣ美容形成外科を受診し、

同年２月２１日には、注入異物除去・乳房再建手術を受け、その後、数度にわ

たって再手術を受けるなどしていた。

このことについて、原告は、被告らに対し、原告に対する診療主体は当初は

被告Ｂであり、その後被告医療法人社団Ａがこれを承継したものであるところ、

不十分な説明により不必要な手術を行い、無計画かつ不適切な再手術により原

告の身体の損傷を拡大したと主張して、債務不履行又は不法行為に基づき、損

害賠償金３４４７万９４３５円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済

みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

２ （認定の根拠となった証拠等を（）内に示す。直前に示した前提となる事実

証拠のページ番号を〔〕内に示す ）。
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1 当事者( )

ア 原告関係

原告は、昭和２２年９月１５日生まれの女性である。

イ 被告関係

。 、( )ア 被告医療法人社団Ａ（以下「被告Ａ」という ）は、診療所を経営し

科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする医療法人社団であ

り、Ｄクリニックと呼称する診療所を東京都、大阪府及び福岡県に開設

している（争いのない事実、甲Ｂ１ 。Ｅ医師は、被告Ａの代表者理事）

長である（甲Ｂ１ 。）

被告Ｂは、Ｅ医師の父親で、昭和３９年から 「Ｃ美容形成外科」の( )イ 、

名称で東京都品川区ａに診療所を開設し、平成３年９月まで診療を行っ

ていた医師である（争いのない事実、乙Ａ３〔２ 。〕）

2 診療契約（初めての診察）( )

原告は、昭和６２年１月２１日、被告Ｂが開設するＣ美容形成外科を受診

し、同年２月２１日には、注入異物除去・乳房再建手術を受けた（争いのな

い事実 。）

争点３

1 本件治療の主体( )

2 注入異物除去手術に関する説明義務違反の有無( )

3 再手術の繰返しにより原告の身体の損傷を拡大した過失の有無( )

4 消滅時効の成否( )

5 損害額( )

争点についての当事者の主張４

1 争点 1 （本件治療の主体）について( ) ( )

（原告の主張）

ア 被告Ｂの責任
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被告Ｂは、昭和６２年、原告との間で診療契約を締結し、これに基づき

原告を診察し、異物除去手術等を実施した。したがって、注入異物除去手

術に関する説明義務違反について被告Ｂが責任を負うのは当然である。

また、同人は、手術後、その結果に不満を訴える原告に対し、Ｅ医師を

紹介し、以後は二人で診療に当たると述べた。そうである以上、それ以降、

Ｅ医師が行った診療行為については、Ｅ医師自身の診療行為であると同時

に、被告Ｂにとっても契約の共同当事者の行為として、診療契約上の責任

を生じさせるものである。

したがって、再手術を繰り返して原告の障害を拡大した過失についても、

被告Ｂは責任を免れない。

イ 被告Ａの責任

上記で主張したとおり、Ｅ医師は昭和６３年以降、被告Ｂと主に原告の

診療行為に当たってきた。そして、遅くとも昭和６３年４月以降、記録上

は平成１４年である最終の診療行為時まで診療行為は継続して実施された。

Ｅ医師は、少なくとも再手術の繰返しについては中心的に自らの判断で

診察、治療を実施し、手術を自ら開設していたｄの診療所で行ってもいる

から、原告との関係では、被告Ｂとともに診療契約の当事者であった。こ

のことは、Ｅ医師が被告Ｂとの関係で「分院長」と呼ばれていたことや、

被告ＡがＥ医師を「Ｆ医院四代目院長」と呼称していることなどからすれ

ば明らかである。

そして、平成２年に被告Ａが設立され、これに伴ってＥ医師が負ってい

た診療契約に基づく法律関係が被告Ａに引き継がれており、原告との関係

についても同様に引き継がれた。また、被告Ａは、被告Ｂが病気で倒れた

後、医療器具や従業員の一部を引き取るなどの組織に関する承継を受けた

ほか、原告を含む患者についても診療そのものを引き継いでいるのである

から、明示の合意がなくても被告Ｂに由来する診療契約上及び不法行為上
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の責任を同被告と重畳して承継していると解すべきである。

したがって、原告との診療契約は被告Ｂとの間で昭和６２年にされたも

のが再手術時においても継続し、これらが一連のものである以上、被告Ａ

もまた昭和６２年からの治療行為一切について重畳的に責任を負うもので

ある。

（被告の主張）

ア 被告Ｂについて

原告との関係では、被告Ｂは昭和６２年から平成３年６月７日までの時

期の診療に関しては、診療契約の主体であり、同時期に一緒に診療に当た

っていたＥ医師は、被告Ｂの医院で非常勤医師をしていたのであるから、

被告Ｂの被用者ないし履行補助者であり、診療契約の主体ではない。

しかしながら、それ以降の診療については別個独立のものであるところ、

被告Ｂは平成３年９月に心筋梗塞を発病して医業を引退し、同年１２月に

自己の診療所を閉鎖して療養生活を送っているのであって、それ以降の診

療には一切関与していないから、診療契約の主体にはなり得ない。

イ 被告Ａについて

被告Ａは、平成４年６月２０日以降の診療について、同診療契約の主体

であるが、それ以前の診療については、被告Ａが被告Ｂから又は被告Ｂ及

びＥ医師から債務引受をした等の事実がない以上、診療契約の主体とはな

り得ない。

ウ 原告は、Ｅ医師が「分院長」と呼ばれていたり、被告ＡがＥ医師を「Ｆ

医院四代目院長」と称していたこと、Ｅ医師が原告の手術を自己の診療所

で行い被告Ｂの医業廃業後に原告を引き続き診療したことを根拠として、

Ｂが診療契約の主体であった時期の診療についての責任をＥ医師が当然承

継し、それをさらに被告Ａも承継したと主張する。

しかし、被告ＡがＥ医師を「Ｆ医院四代目院長」と称したのは、単にＦ
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家が４代続いて医師を職業としていることを述べたにすぎない。また、

「分院長」と呼ばれていたことについては、昭和６３年当時、Ｅ医師は被

告Ｂが開設していたａｂ丁目所在のＣ美容形成外科及びａｃ丁目所在の同

分院のうち、主に同分院において非常勤医師として勤務していたため、そ

のように呼ばれていたにすぎないから、Ｅ医師が診療契約上の責任を負う

ことはないし、Ｅ医師と被告Ａとの間において債務引受の合意がない以上、

仮にＥ医師に何らかの診療契約上の責任があったとしても、それが被告Ａ

に帰属する法律上の根拠がない。

2 争点 2 （注入異物除去手術に関する説明義務違反の有無）について( ) ( )

（原告の主張）

ア 豊胸手術においては、今日では患者の胸部に生理食塩水のバッグを挿入

するなどの方法がとられているが、それ以前にはシリコンジェルバッグを

挿入する方法が主流であった。しかし、この方法では発がん性があるなど

の危険性が１９９０年代に指摘された。さらに、シリコンジェルバッグを

挿入する方法以前には、パラフィン、オルガノーゲン、シリコン等の石油

生成物をバッグという被膜を介することなくして患者の胸部組織内に直接

注入する方式が採用されていた。原告が昭和４０年代に受けたという最初

の豊胸手術は、詳細こそ不明であるが、おそらくは最後者の方式によるも

のと考えられる。

イ 上記手術によって体内に注入された異物を除去する手術においては、当

然に、原告に生じたような乳房の損傷、血流障害による組織の壊死といっ

た新たな問題をもたらす危険性が高いところ、こうした危険性は、長年美

容形成外科に従事してきた被告Ｂには予測可能であった。他方、上記石油

生成物による発がん性については、現在においても医学的に確認された情

報とはなっておらず、むしろ現在では異物によるしこりの存在が乳がんの

発見を遅らせる危険性があるといった付随的な問題が指摘されるに止まっ
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ている。そして、原告の当時の状態は、左乳房の上、鎖骨付近に３センチ

メートル程度のしこりがあるのみであり、その他に豊胸手術の影響とみら

れる症状は現れていなかった。

こうした状況に鑑みれば、組織内に直接挿入された異物を除去する手術

の困難性と危険性に比し、原告が当時においてこのような手術を受ける必

要性は全くなかった。

したがって、被告Ｂとしては、原告が異物除去手術を受けるか否か判断

する前提として、原告の当時の症状とその原因、手術をする理由、手術内

容、それによる危険性の程度、手術を行った場合の改善の見込み、程度及

び手術をしない場合の症状等について具体的に説明すべき義務があった。

ウ しかしながら、被告Ｂは、原告に対し 「簡単な手術である」とのみ告、

げて、原告に手術を迫ったものであって、上記説明義務に違反しているこ

とは明らかである。

（被告の主張）

ア 昭和６２年に行われた異物除去手術には、次のとおり必要性及び適応が

存在した。

イ 現在は勿論、昭和６２年当時においても、異物注入による豊胸手術を( )ア

受けた患者には、そのほとんどに重篤な後遺障害が発生することが知ら

れ、その危険性が広く認識されていた。

原告は、初診時、注入異物による硬結の存在が両乳房中に複数認めら( )イ

れ、当初の豊胸手術（異物注入手術）による後遺障害が発現・進行して

いることが認められた。原告が異物注入手術を受けてから既に２０年間

が経過していたことからすれば、これを放置すれば今後、乳房の硬結の

増殖・悪化、乳房の変形、皮膚への浸潤・潰瘍へと後遺障害が進行する

ことが予想され、さらにはヒトアジュバンド病発症の可能性も危惧され

た。したがって、原告には、異物除去手術の適応があったし、その必要
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性もあった。

ウ なお、原告は、異物除去手術が危険で、本来実施してはならない手術で

あることを主張の前提としているが、これは文献の誤読、Ｅ医師の発言を

誤解ないし記憶違いしたことによるものであり、Ｅ医師が原告に対して述

べたのは、当初の異物注入手術が本来してはならない手術であったという

ことである。

エ それだけでなく、被告Ｂは、診療録の記載からすれば、手術を行うかに

ついてはあくまでも原告の意向を尊重して決定する旨説明しており、原告

の意に反して手術を積極的に勧めたとか原告に手術をせかした事実は全く

認められないし、異物をとった後に乳房がつぶれること、手術後に被膜拘

縮が発生する可能性があることも説明している。また、被告Ｂが説明の補

充として原告に交付した自著にも、異物除去手術が決して簡単な手術では

なく、術後には手術痕が残ることや乳房再建が必ずしも容易でないことが

何か所にも記載されている。

3 争点 3 （再手術の繰返しにより原告の身体の損傷を拡大した過失の有無）( ) ( )

について

（原告の主張）

ア 被告Ｂは、原告に対し、最初の異物除去手術によって生じた問題の解決

のために、短期間に複数回の乳房再建手術を実施している。

これらの手術は異物が摘出された原告の乳房を切開して生理食塩水のバ

ッグを挿入するか、再び乳房を切開して挿入されたバッグを摘出するもの

であり、このような外科的侵襲が短期間のうちに同一箇所に繰り返し行わ

れれば、当然に当該部位には組織の破壊、皮膚の引きつれ、筋肉の損傷等

の問題が生じることは明らかである。

イ 被告Ｂは、当初の判断の誤りにより原告に生じた結果を糊塗するため、

原告の苦情に応えるような姿勢をとりながら無計画に不適切な手術を繰り
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返したのであり、その結果、原告の身体に生じた損傷は拡大した。

（被告の主張）

否認する。

なお、本件各乳房再建手術は、異物除去に関して状況改善のために実施さ

れていたのではない。異物除去は当初の手術で達成されており、その後の各

乳房再建手術は原告が各回の手術の直前に実施された手術の結果に美的観点

から主観的に満足が得られなかったため、原告が新たな手術を求め、その個

別の希望に基づいて実施されたものである。

4 争点 4 （消滅時効の成否）について( ) ( )

（被告の主張）

ア 本件の診療経過からすれば、仮に何らかの損害賠償請求権が原告に成立

したとしても、それが消滅時効により消滅していることは明らかである。

すなわち、被告Ｂないし被告Ａが行ったとされる次の診療行為について

は、次のとおり時効消滅した。被告らは、これらの時効を援用する（第１

回弁論準備手続期日において援用 。）

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｇ医師をして昭和６２年２月２１日に( )ア

実施した注入異物除去・乳房再建手術を原因とする損害賠償請求権（説

明義務違反を含む）

不法行為 平成２年２月２１日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成９年２月２１日の経過を以て時効消滅

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｇ医師をして昭和６２年９月１９日に( )イ

実施した乳腺下インプラント除去・乳房再建手術を原因とする損害賠償

請求権（説明義務違反を含む）

不法行為 平成２年９月１９日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成９年９月１９日の経過を以て時効消滅

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｇ医師をして昭和６２年１１月２１日( )ウ
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に実施した右乳頭形成手術を原因とする損害賠償請求権

不法行為 平成２年１１月２１日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成９年１１月２１日の経過を以て時効消滅

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｇ医師をして昭和６３年１月９日に実( )エ

施した右乳頭形成手術を原因とする損害賠償請求権

不法行為 平成３年１月９日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成１０年１月９日の経過を以て時効消滅

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｅ医師をして昭和６３年４月３０日に( )オ

実施した乳房再建・右乳頭形成手術を原因とする損害賠償請求権

不法行為 平成３年４月３０日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成１０年４月３０日の経過を以て時効消滅

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｅ医師をして平成元年２月１１日に実( )カ

施した乳房再建手術（エキスパンダー挿入）を原因とする損害賠償請求

権

不法行為 平成４年２月１１日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成１１年２月１１日の経過を以て時効消滅

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｅ医師をして平成元年６月１２日及び( )キ

１３日に実施した乳房再建手術（エキスパンダー抜去・インプラント挿

入・血腫除去・インプラント入替え）を原因とする損害賠償請求権

不法行為 平成４年６月１３日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成１１年６月１３日の経過を以て時効消滅

被告Ｂが、被用者・履行補助者Ｅ医師をして平成３年６月７日に実施( )ク

したインプラント抜去手術を原因とする損害賠償請求権

不法行為 平成６年６月７日の経過を以て時効消滅

債務不履行 平成１３年６月７日の経過を以て時効消滅

被告Ａが、平成７年６月１２日に実施した乳房再建手術を原因とする( )ケ
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損害賠償請求権

不法行為 平成１０年６月１２日の経過を以て時効消滅

イ 消滅時効の起算点について

原告は、被告Ｂが注入異物除去手術を実施したこと自体及び注入異物( )ア

除去手術に先だって必要な説明を怠ったこと、並びに、その後の手術を

実施したことが不法行為ないし債務不履行に該当すると主張するもので

あるから、原告は、各手術における損害及び加害者については各手術日

において知り得る地位にあった。かつ、債務不履行の時点は各手術日で

あるから、不法行為及び債務不履行のいずれの損害賠償請求権も各手術

日が消滅時効の起算点となる。

この点については、原告は、全体として一つの診療契約に基づく行為( )イ

であった以上、消滅時効期間の起算点は最後の診療日であると主張する

が、仮にそうであったとしても、債務不履行に基づく損害賠償請求権は

債務不履行時に成立し、同時点より権利行使に法律上の障碍がなくなる

のであるから、同時点より消滅時効期間も進行するのであって、原告の

主張は法的根拠に基づかない独自の見解であるという以外にない。した

がって、債務不履行に基づく損害賠償請求権は、上記時点において時効

消滅した。

また、不法行為に基づく損害賠償請求権についても、胸部の著しい醜( )ウ

状については各手術（最終手術は平成７年６月１２日）直後から、ない

し、遅くとも次の手術の直前期には、組織の破壊・皮膚の引きつれ等に

伴う胸部痛については、最初の手術（昭和６２年２月２１日）直後から、

それぞれ内容を知悉していたことは明らかであるし、仮にそうでないと

しても、どんなに遅くとも平成８年ころまでには知っていた。

したがって、遅くとも平成１２年ころまでには、全ての手術に対する

不法行為を理由とする損害賠償責任はいずれも時効消滅した。
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（原告の主張）

ア 治療行為は一連のものとして平成１４年まで継続していたこと

被告Ｂによる原告に対する治療は、昭和６２年から平成１４年まで継続

していた。診療録上、途中に記載がない期間が存在するが、これは、原告

が被告らの開設する診療所を訪れた日時を全て記録しておらず、医師が診

察したものの医療行為と評価できる措置を行わなかったために記載がない

ことなどによるものであって、原告は、上記診療所に継続的に通院してい

たものである。診療契約上の債務不履行責任における消滅時効の満了期間

は最終の診察日から１０年経過時であり、不法行為に基づく責任について

も同様に考えられるから、本件において、時効期間は満了していない。

イ 不法行為ないし債務不履行内容を知悉した時期

仮に、診療行為が被告の主張するように別個独立のものであったとして

も、受診者であった原告が自らに対する不法行為についてその内容を知悉

するに至ったのは本件について証拠保全（平成１５年１０月２９日）手続

によって診療録を入手し、これをもとに協力医に相談を仰いだ時点であっ

て、不法行為請求債権に対する消滅時効期間は満了していない。

5 争点 5 （損害額）について( ) ( )

（原告の主張）

ア 治療費 １３４万００００円以上

原告に対して実施された行為はそもそも必要のない外科的侵襲であり、

その後も繰り返し実施された手術も、発端において不要である以上、本来、

原告が受ける必要が全くなかったものである。

原告の治療費は最初の手術以外は責任を認めた被告らによって全て負担

され、原告が請求されることはなかったが、原告は被告らの治療方針に疑

問を感じ始めた平成８年ころから、Ｄクリニック以外にも複数の医療機関

を受診しているところ、その額は合計で１３４万円（この額は、原告が昭
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和６２年２月に受けた最初の手術代金である ）を下らない。。

イ 慰謝料 ３０００万００００円

原告は、不必要な治療行為及びその後の不適切な手術の繰返しにより、

現在、胸部に著しい醜状を残している上、組織の破壊や皮膚の引きつれ等

に伴う胸部痛などにも悩まされ続けている。

また、乳房に生じたこのような醜状が原因となって、原告は当時の夫と

の間の夫婦関係が破綻し、離婚するに至っており、現在は家族と別れ、一

人での生活を余儀なくされている。このように、本件が原告の人生全般に

与えた影響は多大である。

このような状況をもたらした本件に関する慰謝料としては３０００万円

が相当である。

ウ 証拠保全費用 １３万９４３５円

原告は、東京簡易裁判所に証拠保全の申立てを行い、平成１５年１０月

２９日、証拠保全が実施された。この手続に伴い、原告が負担した記録謄

写費用は１３万９４３５円である。

エ 弁護士費用 ３００万００００円

本件は専門的知識を必要とする医療事件であり、事件の解決のためには

原告に助力する法律の専門家としての弁護士の存在が必要不可欠である。

本件における弁護士費用としては、申立人の被害総額３１４７万９４３５

円の約１割に相当する３００万円が被告らの行為と相当因果関係のある損

害である。

オ 合計 ３４４７万９４３５円

（被告の主張）

被告らが原告に対し、最初の手術費用の他に費用請求をしていない点は認

め、最初の手術費用が１３４万円であったこと、原告が平成８年ころから他

の医療機関を受診していたことは不知、その余は否認ないし争う。
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第３ 当裁判所の判断

事実認定１

前記第２の２の前提となる事実及び証拠等によれば、次の事実が認められる

（認定の根拠となった証拠等を（）内に示す。直前に示した証拠のページ番号

を〔〕内に示す。以下同じ 。。）

1 Ｃ美容整形外科の受診等( )

原告は、昭和２２年９月１５日生まれの女性であるところ、昭和６２年１

月２１日、２０年ほど前に別の美容整形外科病院で受けた豊胸手術後のトラ

ブルを心配し、被告Ｂが開設する東京都品川区ａ所在のＣ美容形成外科（以

下「ａの医院」という ）を受診した。その際、原告が「約２０年前にシリ。

コン注入手術を受けたが、手術後すぐに固くなって何度かつぶしてもらった。

子供を２人産んで授乳はしたがこのままでよいかどうか」という趣旨のこと

を被告Ｂに対して訴えたところ、被告Ｂは、いままで変化がないならこれで

もよいが、気になるなら摘出してもよい、摘出後つぶれるのを予防するには

プロテーゼを挿入するとよい旨を述べ 「術後、乳房が石のように固くなら、

ないのか」との原告からの質問に対しては、生体膜の締め付けがあるからマ

ッサージをすることが大切であると回答した（争いのない事実、乙Ａ１

〔３ 。また、被告Ｂは、原告の判断の参考に供するため、注入異物除去術〕）

の成功例を記載した自らの著書（甲Ｂ２）を原告に交付したが、同書中には、

異物が組織内に入り込んでいることから除去術は大変な手術になること、手

術によって乳房に傷が付くことが記載されていた。

原告は、ａの医院において手術を受けることを決意し、同年２月７日に注

入異物除去等の手術をすることになったが、その後同２月７日の手術は中止

となり、同年２月２１日に、同医院に入院の上、勤務医であるＧ医師の執刀

の下に、注入異物除去・乳房再建手術（以下「本件再建手術」という ）を。

受け、翌２２日に退院した（争いのない事実、甲Ａ１〔５ 、乙Ａ１〔４、〕
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４１ 、弁論の全趣旨 。しかし、本件再建手術直後から、原告は、乳房に激〕 ）

痛を覚えたことや、同手術の結果、自分の乳房が、事前に受けた話とは全く

異なる状況で、醜くなったと思ったことから、本件再建手術の結果に不満を

持った（甲Ａ１〔５ 、原告本人〔３９ 、弁論の全趣旨 。〕 〕 ）

2 本件再建手術以後、第一ないし第五再手術の施行経過( )

ア 原告は、本件再建手術後、同年２月２３日から同年３月１４日まで、毎

日ないし４日間隔でａの医院に通院し、排液処理等を受けた。しかし、原

告が、本件再建手術の結果に不満を抱いたほか、同年３月３日には右乳首

が壊死していることが判明したため、再手術を希望したことから、暫く時

間をおいて再手術をすることとなった（なお、第一再手術以降の医療費に

ついては、すべて無料とされている（乙Ａ１ （甲Ａ１〔６、７ 、乙）。）。 〕

Ａ１〔４、５ ）〕

イ 第一再手術

そこで、同年６月１３日には、同年９月に再手術をする方針が定められ

た。原告は、同年９月１９日に入院し、乳房再建術（乳腺下インプラント

除去及び乳腺下インプラント再挿入。第一再手術）を受け、同月２４日に

退院し、それ以降はマッサージ指導等のため、定期的に通院していた。

（甲Ａ１〔７ 、乙Ａ１〔６、７、４２ないし４４、４８ ）〕 〕

その後、同年１１月２１日、原告は、右乳頭形成術を受けた。しかし、

原告は、同年１２月４日の通院時において、再手術後、半分戻ってしまっ

たと述べたことから、昭和６３年１月９日に、再び右乳頭形成術を受けた。

（甲Ａ１〔９ 、乙Ａ１〔８、９、４６、４７ ）〕 〕

しかしながら、原告は、被告Ｂに対し、同年３月１０日の診察時におい

て、左右乳房の癒着（へこみ 、左右乳房が動かない点及び右乳首を治し）

て欲しいと述べた。そこで、被告Ｂは、当時ａの医院の非常勤医師として

勤務していたＥ医師と検討することとし、同月２６日には被告ＢとＥ医師



15

の２人で原告を診察することとなった。そして、同月２６日、被告Ｂ及び

Ｅ医師が原告を診察した上、Ｅ医師が同年４月３０日に再手術を行うこと

となった （乙Ａ１〔９ 、Ａ３〔３、４ ）。 〕 〕

ウ 第二再手術

原告は、昭和６３年４月３０日、Ｅ医師が開設経営する東京都台東区ｄ

所在のＣ美容外科（以下、Ｅ医師が開設経営する医院を総合して「被告医

院」という ）に入院し、Ｅ医師により乳房再建術（乳腺下インプラント。

除去後、胸筋下インプラント挿入）及び右乳頭形成術（全体をして「第二

再手術」という ）を受け、翌５月１日に退院した（乙Ａ１〔１０、４９。

ないし５１ 、Ａ３〔４ 。原告は、翌２日に通院してドレーンからの排〕 〕）

液処理を受けた後、平成元年２月１１日まで通院をしていない（乙Ａ１

〔１０ 。〕）

エ 第三再手術

原告は、再び再手術を希望し、まず、平成元年２月１１日、乳房再建術

（胸筋下インプラント除去及びエキスパンダー挿入。次に述べる６月１２

日、１３日の手術と併せて「第三再手術」という ）を受けた。その後同。

年２月中は７回に渡って通院して排液処理等の処置を受けた（乙Ａ１〔１

０ないし１２、５２ないし５５ 、Ａ３〔４ 。〕 〕）

その上で、数回の通院を経て、平成元年６月１２日に再び入院し、乳房

再建術（胸筋下エキスパンダー除去及び胸筋下インプラント挿入）を受け

たところ、右乳房に血腫が認められたことから、翌１３日、右血腫除去及

び胸筋下インプラント入替えの手術を受け、翌１４日に退院した（乙Ａ１

〔１２、１３、５７ないし５９、６８、７０ 。その後、原告は、同年７〕）

月３日まで７回通院したが、同日において、次回通院日を同月１６日と指

示されたにもかかわらず、平成３年５月１９日にａの医院に電話をかけた

こと（原告本人〔１２、１３ ）を除き、平成３年６月７日まで通院をし〕
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ていない （乙Ａ１〔１５、１６ ）。 〕

オ 第四再手術

原告は、平成３年５月１９日、ａの医院に電話をかけ、応対したＥ医師

に対し、乳房が不自然なのでどうにかならないかと相談したところ、同医

師からは、これ以上改善することはないから今後は健康のためを考えて、

インプラントを抜去するほうがよいのではないかと説明された。原告は、

不満もあったが、上記の説明を理解した上、インプラントを抜去する手術

。 〕 〕 、を受けることに同意した （乙Ａ１〔１６ 、Ａ３〔５ 、原告本人〔１４

４０、４１ ）〕

原告は、平成３年６月７日、通院により胸筋下インプラント抜去手術

（ 第四再手術」という ）を受けた（乙Ａ１〔１６、１７、５６、６０な「 。

いし６３、７１ 。〕）

しかし、原告は、同日の通院を最後に、次の平成４年６月２０日まで被

告医院に通院しなかった（乙Ａ１〔１７、１８ 。〕）

カ 上記認定の補足説明

上記について、原告は、[1]昭和６３年５月２日から平成元年２月１１

日までの間、[2]平成元年７月３日から平成３年６月７日まで、及び[3]平

成３年６月７日から平成４年６月２０日までの間も継続的に通院していた

と主張し、同旨の陳述ないし供述をする。しかしながら、診療録の記載を

みると、上記[1]の期間の前後については、昭和６３年５月２日の記載の

直下に平成元年２月１１日の記載がされ、両者はともに同じ頁上に存在し

（乙Ａ１〔１０ 、上記[2]の期間の前後については、平成元年７月３日〕）

の記載がされた頁の裏に平成３年５月１９日及び６月７日の記載がされ

（乙Ａ１〔１５、１６ 、上記[3]の期間の前後についても、平成元年６〕）

月７日の記載がされた頁の次に同日の手術記録の記載及びその裏に平成４

年６月２０日及び平成７年３月１５日の記載がされた頁が綴られており
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（乙Ａ１〔１６ないし１８ 、原告の上記主張の各期間については診療記〕）

録上に何らの記載も存在していない。そして、患者が医師を診察し、何ら

かの診療行為がされれば何らかの記録が残されるのが通常であるところ、

上記原告主張の上記各期間について何らの記載がなく、しかもその前後の

各記載が連続していることに鑑みれば、上記各期間に原告は被告医院に通

院しなかったものと認めるのが相当である。

これに対して、原告は、平成３年６月７日の手術前に検査がされたのに

診療録上記載がないことを挙げ、診療録に記載がない場合があるから、診

療録上記載がないことをもって通院がないとすることはできない旨主張す

る。この点については、昭和６３年ないし平成３年当時、本件診療録（乙

Ａ１）はＣ美容形成外科の管理下にあったものと認められるところ、第二

再手術ないし第五再手術は被告医院で実施されたものであり（乙Ａ３

〔６ 、その際には診療録は貸出し扱いにより医院間を移動することにな〕）

るものであることからすれば（被告Ａ代表者〔５０、５１ 、各手術後数〕）

日については、原告の通院にもかかわらず診療録がないために記載ができ

なかった可能性があるものと認められる。しかし、仮にそうだとしても、

同診療録の記載は、原告との会話内容や手術後の処置内容等について全体

として詳細に記載されているものと認められることに照らすと、通院の事

実があったにもかかわらず特記事項がないために記載がないとも考え難い。

そうすると、これらのことから、少なくとも１０か月以上の期間である上

記各期間全体にわたって通院の事実を診療録に記載しなかったと推認する

ことはできない。したがって、原告の主張は採用できない。

3 原告の再通院開始から通院終了まで( )

ア 原告は、平成４年６月２０日、被告医院を訪れ、超音波検査を受けた。

その際、原告は、今となっては本件再建手術を悔やんでいる旨をＥ医師に

対して表明したところ、Ｅ医師は、必ず良くなるからあきらめないように
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と声をかけた。このことについて、原告は、Ｅ医師によれば、本件再建手

術そのものが危険であり、本来であれば実施すべき手術ではなかったとい

う内容を説明されたと記憶しており、自分のこれまでの苦痛はいったい何

のためだったかという気持ちを抱いた （甲Ａ１〔１４、１５ 、乙Ａ１。 〕

〔１８、１９ ）〕

イ 原告は、平成７年３月１５日、被告医院を訪れ、超音波検査及び血液検

査を受け、次は３か月後に受診するよう指示を受けた。そこで、原告は、

３か月後に当たる同年５月１５日に被告医院を訪れ、その際、再手術をし

たい、既に原告の乳房に注入された物を取り除いてから行うか、乳腺の下

に注入物を入れるか、Ｅ医師が適切と思った方法でして欲しいと述べた。

そこで、Ｅ医師は、乳腺の下にシリコンを注入する方法による単純豊胸術

を実施することとし、手術は同年６月８日午前１１時と予約されたものの、

その後の通院経過により同年６月１２日と手術日が変更され、同日に手術

（注入物の完全除去及び単純豊胸術 「第五再手術」という ）が施行され。 。

た（乙Ａ１〔２２ないし２４ 。しかし、原告は、第五再手術の結果につ〕）

いても、満足の行くものではなかったとの認識を有している（甲Ａ１〔１

６ 。〕）

ウ その後、原告は、平成７年７月２７日まで被告医院に通院した後、約５

年間にわたって被告医院に通院することはなかったが、平成１２年６月２

０日、被告医院を訪れ、Ｅ医師により超音波検査を受け、次回は１年後に

来院するよう指示を受けた（乙Ａ１〔２５ないし２７、７４ 。〕）

原告は、同日から約２年３か月後の平成１４年９月２４日に被告医院を

訪れ、Ｅ医師により超音波検査を受けたが、その際、原告は、本件再建手

術について、あのとき手術をしたのが間違いだった旨の発言をした（乙Ａ

１〔７４ 、Ａ３〔１０ 。同日の受診の際、次回は１年後に来院するよ〕 〕）

う指示を受けたが、原告は、同日の受診を最後に、以降、現在に至るまで
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被告医院の診察は受けていない（乙Ａ１、弁論の全趣旨 。）

4 時効の援用( )

被告らは、原告に対し、平成１７年３月１７日の本件第１回弁論準備手続

期日において、被告らの主張する消滅時効を援用するとの意思表示をした

（裁判所に顕著な事実 。）

争点 4（消滅時効の成否）について２ ( )

1 上記の事実関係からすると、原告主張の債務不履行又は不法行為の存在自( )

体にも疑問があるが、その判断に先だって消滅時効の成否について判断する

こととし、次の 2及び 3において、原告主張の債務不履行又は不法行為が存( ) ( )

在するものとの仮定の下にこの点を検討する。

2 債務不履行について( )

ア 債権一般の消滅時効の起算点は権利を行使する法律上の障碍がなくなっ

た時であると解すべきところ、これを債務不履行に基づく損害賠償請求権

についてみると、損害賠償請求権は期限の定めのない債務として直ちに行

使し得るものであるから、その消滅時効の起算点は、もともとの債務が転

化するなどして損害賠償請求権が発生した時点であると解される。

イ これを本件についてみると、原告は、債務不履行となるべき行為として、

[1]本件再建手術（昭和６２年２月２１日）前の説明義務違反と[2]第一な

いし第五再手術の各時点（最終時点は平成７年６月１２日）における治療

選択の誤りを主張するものである。

これらの主張を前提とすると、上記各債務不履行行為に基づく損害賠償

請求権は上記各手術後直ちに発生しており、原告もその結果を認識してい

たと認められるから、それを前提として本来の債務、すなわち原告が望む

態様に乳房を整形することを請求し、又はこれに代え若しくはこれととも

に右記債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使することは上記各手術直

後から可能であると解されるから、各債務不履行に基づく消滅時効の期間
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は、上記各手術の日から進行するというべきである。

そうすると、上記[1]本件再建手術の日は前記１ 1 のとおり昭和６２年( )

２月２１日であるから、これに関する消滅時効は平成９年２月２１日の経

過を以て完成したものである。また、上記[2]第一ないし第五再手術のう

ち、第一、第二、第三及び第四再手術は前記１ 2イないしオにおいて認定( )

したとおり次の手術日欄記載の日にされたものであるから、それぞれにつ

いて消滅時効は次の時効完成日欄記載の日の経過を以て完成したものであ

る（ただし、第一及び第三再手術については、一連の手術の最終日を記載

する 。。）

手術名 手術日 時効完成日

第一再手術 昭和６３年１月９日 平成１０年１月９日

第二再手術 昭和６３年４月３０日 平成１０年４月３０日

第三再手術 平成元年６月１３日 平成１１年６月１３日

第四再手術 平成３年６月７日 平成１３年６月７日

他方、第五再手術は、手術日が平成７年６月１２日であるので、平成１

７年６月１２日の経過時を以て消滅時効が完成するものと解されるが、本

件訴訟が平成１６年１１月３０日に提起されたことは記録上明らかである

から、同日を以て時効期間の進行が中断したものである。したがって、第

五再手術については、債務不履行に基づく消滅時効は完成していない。

3 不法行為について( )

ア 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、民法７２４条前段

により、被害者が損害及び加害者を知った時から進行するから、本件にお

いては、原告が損害及び加害者を現実に認識した時点から同請求権の消滅

時効期間が進行するものと解するのが相当である。

イ これを本件についてみると、原告は、不法行為として、上記[1]及び[2]

を主張するものであるので、これを前提として判断する。
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ところで、原告は、前記１ 1のとおり、本件再建手術を受けた直後から( )

乳房の激痛及び状態を認識し、事前に受けた話と全く異なる状況であって

本件再建手術の結果には不満があったものであり、かつ、前記１ 2アのと( )

おり実際に不満を表明して再手術を希望しており、しかも原告は本件再建

手術を除いて治療費を払っていないものであるところ、このことについて

は医院に治療費を負担すべき責任があると考えていたことが認められる

（原告本人〔３４ 。これらの事実からすれば、原告は、本件再建手術に〕）

ついて、手術前の説明とは全く違った結果になったことを問題視し、しか

もそれが被告Ｂ又はその補助者の責任であると認識していたと推認される

から、原告は、本件再建手術直後には、不法行為に基づく損害及び加害者

があったことを認識していたと評価するのが相当である。

また、原告は、前記１ 2イないしオ及び前記１ 3イのとおり、第一ない( ) ( )

し第五再手術について、その直後ないし直近の時期において結果に不満を

有しており、それが直接的には執刀医である被告Ｂの補助者及びＥ医師の

行為に基づくものであり、被告Ｂ及びＥ医師が代表者を務める被告Ａが責

を負うべきものであると認識できたと認められるから、第一ないし第五再

手術によって原告の損害が拡大したとの主張を前提とすると、各手術の結

果を見て不満であると認識を有した時点を以て、不法行為に基づく損害及

び加害者を認識していたと評価するのが相当である。

したがって、上記[1]及び[2]の行為については、遅くとも平成１０年６

月１２日ないしその直近の時期までに、不法行為に基づく損害賠償請求権

の消滅時効期間は全て経過したものというべきであって、これに対し、原

告は、時効の中断事由について何ら主張・立証していない。

4 まとめ( )

ア 以上から、上記[1]及び[2]のうち第五再手術を除く各債務不履行並びに

上記[1]及び[2]の各不法行為については、消滅時効が完成し、かつ、これ



22

ら全てについて前記１ 4のとおり時効援用の意思表示がされているから、( )

上記の消滅時効が完成している行為については、仮に原告が主張するとお

りの債務不履行ないし不法行為であるとしても、これらに基づく損害賠償

請求権はいずれも時効消滅しているものといわざるを得ない。

イ これに対して、原告は、まず、昭和６２年から最終通院日である平成１

４年までの治療行為を一体として評価すべきであり、債務不履行について

の消滅時効の起算点は最終通院日である平成１４年９月２４日であると主

張する。

この点については、そもそも債務不履行に基づく損害賠償請求権に関す

る消滅時効の起算点についての解釈を誤っているものといわざるを得ない

が、仮にそうでないとしても、前記１ 2及び 3おいて認定説示したとおり、( ) ( )

昭和６３年５月２日から平成元年２月１１日まで、平成元年７月３日から

平成３年６月７日まで、同日から平成４年６月２０日まで、同日から平成

７年３月１５日まで、同年７月２７日から平成１２年６月２０日まで、同

日から平成１４年９月２４日までそれぞれ通院していない期間があり、し

かも同期間を空けることについて医師から指示があったとも認められない

ことに加え、本件の経過からすれば、ある手術がされた後には再手術の要

求がなければ、術後直近の時期を除いてそれ以上の措置はされていないこ

と及びその手術内容に照らすと、本件再建手術及び第一ないし第五再手術

は、少なくとも医学的にはその後にさらなる手術等を予定したものではな

く、それぞれが独自に完結した診療行為であると評価すべきである。した

がって、本件再建手術及び第一ないし第五再手術については、各手術ごと

に個別の行為として評価する方がむしろ実態に即した適切な評価であると

いうべきであって、昭和６２年から平成１４年までの期間における全治療

行為を一体として評価することはできず、原告のこの主張は採用できない。

ウ また、原告は、不法行為における損害賠償請求権の消滅時効に関し、損
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害及び加害者を知った時期は平成１５年に証拠保全を施行した後であると

主張する。しかしながら、この点については、前記２ 3において説示した( )

とおり、各手術後直ちに損害及び加害者を知ったものと評価でき、同主張

は採用できない。

第五再手術について３

1 以上からすれば、消滅時効が完成していないのは、上記[2]のうち第五再( )

手術に関する債務不履行責任のみとなる。

しかしながら、第五再手術について原告は治療選択を誤り、損害を拡大し

たと主張しているが、具体的にいかなる障害が原告にあり、それが第五再手

術によってどのように拡大されたのかについての具体的主張を欠くから、原

告の主張は前提において失当であるというべきであるだけでなく、仮にこの

点を措くとしても、第五再手術前と後とを比較して、原告に新たに何らかの

障害が発生したことをうかがわせる証拠はない。

2 したがって、第五再手術については、これに基づく権利侵害が認められな( )

い以上、第五再手術が善管注意義務違反等の債務不履行に該当するというこ

とはできない。

結論４

以上によれば、第五再手術を除く行為については、仮に損害賠償請求権が発

生すべき責任原因があったとしても、それに基づく請求権は時効消滅している

し（争点 4 、第五再手術については、仮に不法行為に該当したとしても、そ( )）

れに基づく損害賠償請求権は時効消滅しており（争点 4 、同手術において債( )）

務不履行があったとは認められないのであるから（前記３ 、その余について）

は判断するまでもなく、被告らに債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償

義務が発生しないことは明らかである。

したがって、原告の請求にはいずれも理由がないから棄却することとし、主

文のとおり判決する。



24

東京地方裁判所民事第３４部

裁判長裁判官 藤 山 雅 行

裁判官 金 光 秀 明

裁判官 萩 原 孝 基


